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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第63期

第３四半期
連結累計期間

第64期
第３四半期
連結累計期間

第63期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (百万円) 178,205 207,463 250,940

経常利益 (百万円) 1,315 3,716 4,615

親会社株主に帰属する当期純利
益又は親会社株主に帰属する四
半期純損失(△)

(百万円) △1,017 △250 882

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 6,141 2,537 11,706

純資産額 (百万円) 85,206 89,936 89,289

総資産額 (百万円) 148,671 171,096 162,287

１株当たり当期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) △27.92 △7.06 24.27

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 54.8 49.9 52.4
 

 

回次
第63期

第３四半期
連結会計期間

第64期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

１株当たり四半期純損失金額
(△)

(円) △30.24 △0.82
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４ 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「当期純利益又は四半期純損失(△)」を「親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する四半期純損失(△)」としております。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府と日銀による財政支出拡大、金融緩和の効果や、原油安

による原材料コストの低下等により企業収益が改善し、緩やかな回復基調が続いております。また海外におきまし

ては、米国経済は個人消費の回復により堅調を持続しておりますが、新興国経済は米国の利上げや原油安の影響を

受け通貨安となり、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

 当社グループが関連する自動車業界におきましては、国内市場では軽自動車税増税の影響による販売減少が依然

続いております。また東南アジア、ブラジル市場での低迷が長引いておりますが、中国市場での小型車向け減税措

置による市場の活性化が見られ、さらに北米市場では、ガソリン価格安などから販売が好調に推移しております。

このような経営環境のもと、当第３四半期連結累計期間における業績は、国内販売は減少したものの、海外

での販売台数の増加や為替変動による円換算額増加等により、売上高は2,074億6千3百万円（前年同四半期比

16.4％増）となりました。利益面につきましては、海外での売上高増加による利益貢献等により、営業利益

は40億5千1百万円（前年同四半期は営業損失10億1百万円）となりましたが、新興国通貨安による為替差損の

発生等により、経常利益は37億1千6百万円（前年同四半期比182.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純損

失は2億5千万円（前年同四半期の親会社株主に帰属する四半期純損失10億1千7百万円）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。
 

①日     本

軽自動車を中心に販売台数が減少し、売上高は843億8千1百万円（前年同四半期比1.6％減）、営業損失は

5千8百万円（前年同四半期の営業損失6億5千2百万円）となりました。

　

②北     米

販売台数の増加や為替変動による円換算額増加により、売上高は388億1千6百万円（前年同四半期比7.7％

増）、営業利益は19億5千4百万円（前年同四半期比35.6％増）となりました。

　

③中 南 米

新規受注車種の販売台数の増加等により、売上高は481億6千4百万円（前年同四半期比27.1％増）と

なりましたが、為替変動に伴う仕入価格上昇等により、営業損失は6億1千8百万円（前年同四半期の営

業損失14億1千3百万円）となりました。

　

④欧     州

売上高は3億4千万円（前年同四半期比6.3％増）、営業損失は3億3千万円（前年同四半期の営業損失

1億8千7百万円）となりました。

　

⑤中     国

新規受注車種獲得による大幅な販売の増加や為替変動による円換算額増加により、売上高は330億7千4百

万円（前年同四半期比103.7％増）、営業利益は31億3千万円となりました。
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⑥東南アジア

売上高は26億8千5百万円（前年同四半期比38.2％増）、営業利益は6千6百万円（前年同四半期は営

業損失2億9千3百万円）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、1,710億9千6百万円と前連結会計年度末に比べ88億9百万円増加しま

した。これは主に、有形固定資産が8億1千1百万円減少したものの、現金及び預金が47億8千3百万円、受取手形及び

売掛金が52億2千5百万円増加したことによるものであります。

 負債合計は、811億5千9百万円と前連結会計年度末に比べ81億6千2百万円増加しました。これは主に、支払手形及

び買掛金が67億3千1百万円増加したことによるものであります。

 純資産合計は、899億3千6百万円と前連結会計年度末に比べ6億4千6百万円増加しました。これは主に、資本剰余

金が2億7千8百万円、利益剰余金が8億5千4百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が8億3千3百万円、為

替換算調整勘定が5億4千6百万円増加したことによるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

①基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念及び企業価値の源泉を理解し、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必

要であると考えております。また、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主

全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。

もとより、当社は、当社株式等について大規模買付行為がなされる場合、当社の企業価値の向上や株主共同の利

益に資するものであれば、これを否定するべきでないと考えておりますが、大規模買付行為の中には、係る行為の

目的が当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害する恐れのあるもの、当社の株主に株式の売却を事実上強要

する恐れのあるもの、当社の取締役会や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な

時間や情報を与えないものなど、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れのあるものも想定されます。

当社は、このような企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方

針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な措置

をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

　

②当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの具体的内容の

 概要

当社は、創業以来、自動車シートの専門メーカーとして、多くの自動車メーカーよりお取引きいただいておりま

す。このビジネスの特長を活かして、今日まで事業を維持発展させてまいりました。国内における自動車メーカー

と自動車シートメーカーとの取引関係は特定されているのが一般的であり、当社は極めてユニークな存在でありま

す。今後とも、このビジネスの強みを安定的に維持、発展していくためには当社の独自性に基づく自主自立の企業

環境を継続していくことが前提となります。

当社が関連する自動車業界におきましては、一段と成熟化が進み、今後国内での生産量の増加は期待できない大

変厳しい状況にあります。こうした環境の中、得意先自動車メーカー各社は生き残りを賭けた新たな中長期の成長

戦略を掲げ、グローバルで活動を推進しており、当社もこの新戦略の流れ、とりわけ新興国を中心とした事業展開

に挑戦することが、生き残りをかけた正念場であると認識しております。そこで当社は、平成28年度を到達年度と

するビジョン『Global Challenge １７７（以下『ＧＣ１７７』という。）』を新たに定め、「品質No.１」「営業

利益率７％」「世界生産シェア７％」の３つの長期目標を掲げ、この目標を達成するための諸施策を着実に実行す

ることにより、『グローバル・シート・システム・クリエーター』としての基盤を強化し、世界で存在感ある企業

を目指していきたいと考えております。
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

 組みの具体的内容の概要

当社は、平成21年６月26日開催の当社第57回定時株主総会において、「当社株式等の大規模買付行為に関する対

応策（買収防衛策）」を導入し、平成24年６月27日開催の第60回定時株主総会の決議により、その一部を改定した

（以下、改定後の買収防衛策を「本プラン」といいます。）うえで更新しました。当社は、平成27年６月24日開催

の第63回定時株主総会の終結をもって有効期間を迎える本プランの取扱いについて検討した結果、平成27年５月13

日開催の取締役会において、かかる有効期間満了をもって本プランを更新しないことを決議いたしました。

なお、本プランの有効期間満了後におきましても、当社株式の大量取得行為を行おうとする者に対しては、大量

取得行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の

意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努めるなど、関係法令の許容する範囲内において、適切

な措置を講じてまいります。

　

④取組みに対する当社取締役会の判断及び理由

上記②及び③に記載した内容は、上記①に記載した基本方針に従い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

 
(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は35億9千万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 140,000,000

計 140,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 36,442,846 36,442,846
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株
であります。

計 36,442,846 36,442,846 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年12月31日 ― 36,442 ― 9,040 ― 8,592
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社タチエス(E02210)

四半期報告書

 6/18



 

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できないことから、直前の基準日である平成27年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成27年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式)
普通株式 1,004,400   

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 35,406,900   354,069 ―

単元未満株式 普通株式    31,546   ― ―

発行済株式総数 　　　　36,442,846  ― ―

総株主の議決権 ― 354,069 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式91株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成27年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)      

株式会社タチエス
東京都昭島市
松原町三丁目３番７号

1,004,400 ― 1,004,400 2.76

計 ― 1,004,400 ― 1,004,400 2.76
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平成

27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、ＰｗＣあらた監査法人による四半期レビューを受けております。

  なお、従来、当社が監査証明を受けているあらた監査法人は、平成27年７月１日に名称を変更し、ＰｗＣあらた監

査法人となりました。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 31,683 36,466

  受取手形及び売掛金 37,788 ※1  43,014

  有価証券 186 188

  商品及び製品 1,812 1,801

  仕掛品 816 507

  原材料及び貯蔵品 9,302 10,869

  その他 8,312 6,004

  貸倒引当金 △30 △30

  流動資産合計 89,871 98,821

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 12,066 12,383

   機械装置及び運搬具（純額） 11,964 12,165

   その他（純額） 12,389 11,059

   有形固定資産合計 36,419 35,608

  無形固定資産   

   のれん 115 93

   その他 1,000 1,011

   無形固定資産合計 1,115 1,105

  投資その他の資産   

   投資有価証券 27,508 28,464

   その他 7,379 7,104

   貸倒引当金 △8 △8

   投資その他の資産合計 34,880 35,560

  固定資産合計 72,415 72,274

 資産合計 162,287 171,096
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 39,573 ※1  46,304

  短期借入金 2,005 5,168

  未払法人税等 1,970 1,105

  役員賞与引当金 50 -

  その他 16,512 ※1  18,378

  流動負債合計 60,112 70,957

 固定負債   

  長期借入金 6,500 3,631

  役員退職慰労引当金 13 10

  退職給付に係る負債 520 391

  その他 5,850 6,168

  固定負債合計 12,884 10,202

 負債合計 72,997 81,159

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,040 9,040

  資本剰余金 9,529 9,250

  利益剰余金 52,499 51,644

  自己株式 △1,440 △1,441

  株主資本合計 69,628 68,494

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,832 5,666

  為替換算調整勘定 10,466 11,013

  退職給付に係る調整累計額 182 167

  その他の包括利益累計額合計 15,482 16,847

 非支配株主持分 4,178 4,594

 純資産合計 89,289 89,936

負債純資産合計 162,287 171,096
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 178,205 207,463

売上原価 167,373 190,640

売上総利益 10,832 16,823

販売費及び一般管理費   

 従業員給料及び手当 2,977 3,278

 発送運賃 1,491 1,535

 その他 7,365 7,958

 販売費及び一般管理費合計 11,833 12,771

営業利益又は営業損失（△） △1,001 4,051

営業外収益   

 受取利息 164 202

 受取配当金 183 242

 持分法による投資利益 1,813 1,801

 為替差益 42 -

 雑収入 197 94

 営業外収益合計 2,400 2,341

営業外費用   

 支払利息 80 121

 為替差損 - 2,548

 雑支出 2 5

 営業外費用合計 83 2,676

経常利益 1,315 3,716

特別利益   

 固定資産売却益 7 2

 関係会社株式売却益 287 -

 負ののれん発生益 0 -

 特別利益合計 294 2

特別損失   

 固定資産処分損 54 17

 減損損失 - 40

 関係会社出資金評価損 68 31

 特別損失合計 122 88

税金等調整前四半期純利益 1,487 3,630

法人税、住民税及び事業税 1,847 1,713

法人税等調整額 112 718

法人税等合計 1,959 2,432

四半期純利益又は四半期純損失（△） △472 1,197

非支配株主に帰属する四半期純利益 545 1,447

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,017 △250
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △472 1,197

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,126 833

 為替換算調整勘定 3,740 732

 退職給付に係る調整額 △6 △33

 持分法適用会社に対する持分相当額 1,753 △192

 その他の包括利益合計 6,614 1,339

四半期包括利益 6,141 2,537

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,218 1,115

 非支配株主に係る四半期包括利益 923 1,422
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。　

 
(会計方針の変更等)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的

な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸

表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持

分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時

点から将来にわたって適用しております。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の資本剰余金が2億7千8百万円減少しております。また、当第３四半期連

結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 期末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当

第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連

結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

受取手形 ―百万円 18百万円

支払手形 ―百万円 149百万円

流動負債その他
(設備関係支払手形)

―百万円 1百万円
 

 

 ２ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対する債務保証額は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

浙江吉倶泰汽車内飾有限公司
271百万円 257百万円

[ 14,000千RMB] [ 14,000千RMB]

フジキコウ タチエス メキシコ
S.A. DE C.V.

174百万円 190百万円

[ 22,100千MXN] [ 27,200千MXN]

浙江富昌泰汽車零部件有限公司
39百万円 63百万円

[ 2,031千RMB] [ 3,444千RMB]

計 484百万円 510百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

減価償却費 3,112百万円 3,771百万円

のれんの償却額 21百万円 21百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 327 9 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金

 平成26年10月31日
 取締役会

普通株式 291 8 平成26年９月30日 平成26年12月２日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月24日
定時株主総会

普通株式 283 8 平成27年３月31日 平成27年６月25日 利益剰余金

 平成27年10月29日
 取締役会

普通株式 283 8 平成27年９月30日 平成27年12月２日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」等を適用しております。これに伴う影

響は、（会計方針の変更等）に記載のとおりであります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

日 本 北 米 中南米 欧 州 中 国
東 南
アジア

計

売上高          

外部顧客
への売上高

85,765 36,056 37,883 320 16,235 1,942 178,205 ― 178,205

          

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

3,375 723 3,248 178 9,375 8 16,909 △16,909 ―

計 89,140 36,779 41,132 498 25,611 1,951 195,114 △16,909 178,205

セグメント利益
又は損失(△)

△652 1,441 △1,413 △187 133 △293 △971 △30 △1,001
 

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

        (単位：百万円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

日 本 北 米 中南米 欧 州 中 国
東 南
アジア

計

売上高          

外部顧客
への売上高

84,381 38,816 48,164 340 33,074 2,685 207,463 ― 207,463

          

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

3,597 590 3,849 411 9,212 328 17,989 △17,989 ―

計 87,979 39,406 52,014 751 42,287 3,014 225,453 △17,989 207,463

セグメント利益
又は損失(△)

△58 1,954 △618 △330 3,130 66 4,144 △93 4,051
 

(注) １ セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △27円92銭 △7円06銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) △1,017 △250

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失金額(△)(百万円)

△1,017 △250

普通株式の期中平均株式数(千株) 36,438 35,438
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

平成27年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 

① 配当金の総額 283百万円

② １株当たりの金額 8円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成27年12月２日
 

(注) 平成27年９月30日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払を行っ

ております。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成28年２月12日

株式会社タチエス

取 締 役 会 御 中

 

ＰｗＣあらた監査法人
 

 

指  定  社  員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 戸 田     栄
 

 

指  定  社  員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 千　葉　達　哉

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社タチエ

スの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年10月１日から平

成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タチエス及び連結子会社の平成27年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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